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会   議   録 

会議の名称 
令和４年度第３回上三川町地域自立支援協議会 

令和４年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会 

開催日時 
令和５年２月１６日（木） 

午前１０時００分～午前１１時００分 

開催場所 上三川町役場 中会議室 

議長（委員長・ 

会長等）の氏名 
髙田美保副会長 

出席者(委員等）の 

氏名・出席者数 

髙田美保副会長、海老原友子委員、鈴木礼子委員、 

入江里美委員、増渕盟美委員、手塚崇真委員、野原恵委員、 

荒川孝一委員、渡辺由美委員、髙田緑委員、大槻英一委員、 

山口静子委員、深澤亜希子委員、貝木教子委員、笹島由美委員、 

上三川町社会福祉協議会：地域福祉係 天谷明生係長 

出席者１６名 

欠席者（委員等）

の氏名・欠席者数 

飯田康人会長、田﨑幸夫委員、小島友香委員、大島淑江委員 

欠席者 ４名  

事務局職員 

の職・氏名 

浜野課長、髙田課長補佐、猪瀬係長、室町主査、小池保健師、 

上三川障がい児・者生活相談支援センター冨山氏、石川氏 

栃木県障害者相談支援協働コーディネーター大嶋氏 

会議次第 

議事 

地域自立支援協議会 

(1) 成年後見制度利用促進における中核機関設置について 

医療的ケア児支援協議会 

(1) 上三川町医療的ケア児支援協議会作業部会 活動報告 

配布資料 

地域自立支援協議会 

・成年後見制度チラシ（資料１） 

・権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり（資料２） 

・第二期成年後見制度利用促進基本計画（資料３） 

医療的ケア児支援協議会 

・上三川町医療的ケア児 アンケート・ヒアリング結果（資料

１） 
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議  事  の  経  過 

発 言 者 議題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

髙田補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙田副会長 

 

髙田補佐 

 

 

 

本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。開催の前に、本日お配りした資料の確認をさせてい

ただきます。 

（資料確認） 

資料の不足がございましたらお申し出ください。 

 

本日は令和４年度第３回上三川町地域自立支援協議会と、令和

４年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会を、合わせて開催

させていただきます。 

 

また、本日は飯田会長が都合により欠席となります。 

 上三川町自立支援協議会設置条例第５条により、会長が欠けた

ときは副会長が職務を代理するとされていますので、髙田副会長

に本日は会長代理をお願いいたします。 

そして、今回の議事内容にあります成年後見制度利用促進にお

ける中核機関設置については、上三川町社会福祉協議会に関わり

が深いため、上三川町社会福祉協議会地域福祉係の天谷係長にご

出席頂いております。天谷係長、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは、令和４年度第３回上三川町地域自立支援協議会を開

会いたします。 

開会にあたりまして、髙田副会長よりごあいさつ申し上げます。 

  

（あいさつ） 

 

 それでは、これより議事に入ります。上三川町地域自立支援協

議会設置条例第６条により、会長が議長となる規定でございます

ので、これからの進行については会長代理の髙田副会長に議長を

お願いいたします。 
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髙田副会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

髙田副会長 

 

 

海老原委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

天谷係長 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

まず、議事に入ります前に、本日の会議録の署名人を指名させ

ていただきます。今回は、深澤委員と笹島委員にお願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。「(1) 成年後見制度利用促進におけ

る中核機関設置について」です。事務局から説明をお願いします。 

 

（中核機関について説明） 

 

事務局の説明が終わりましたので、（１）について、質疑をお受

けします。ご意見、ご質問等はございますか。 

 

 中核機関には、コーディネーターを設置するのですか。専門的

な相談を受付けられるのでしょうか。どういった体制になります

か。 

 

 コーディネーターといった職名にはなりませんが、専門的な相

談も受付けます。他機関とのつなぎを行うコーディネート機能も

あります。 

 

 担当の職員は、社会福祉士の資格を持つ者や、権利擁護に携わ

ってきた経験豊富な職員を配置したいと考えています。 

 

 実際に後見人がついている親族がいますが、どういったことま

で後見人ができるのか分からず困っています。そういった相談は

どちらにしたらよいでしょうか。 

 

 そういった相談のお受付けも、中核機関で実施いたします。先

ほどのお話の場合、後見類型によって、どこまでできるか異なる

部分もあります。類型変更を検討するか等についても、相談にの

ることができるかと思います。 
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天谷係長 

 

 

髙田委員 

 

 

 

 

 

天谷係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙田副会長 

 

 

 

 

 

 

荒川部会長 

 

 

 

 

事務局 

 困りごとや悩みの相談について、利用者の方や後見人の方から

のご相談も、総合的にお受付けさせて頂きます。 

 

 施設料の支払いや相続等を鑑みると、成年後見制度利用の重要

性は高まっていくと思います。成年後見制度が必要かもしれない

と考えていても、制度のことがよく分からず最初の一歩を踏み出

せない方も多いと思われますので、制度の内容を分かりやすく周

知してもらえたらと思います。 

 

 分かりやすく周知していくことは非常に重要かと思います。個

別相談での制度説明のみならず、団体を対象にした制度説明もご

希望があれば、ご相談頂ければと思いますのでお願いいたします。 

 

 これまでは社会福祉協議会が受託している地域包括支援センタ

ーにおいて、成年後見制度の広報啓発や相談の受付をしてきまし

た。今後は中核機関として分かりやすい相談窓口で、上三川町の

実情に合わせて根付かせていくことができればと考えております

のでよろしくお願いいたします。 

 

他にないようですので、以上で地域自立支援協議会の議事を終

了いたします。続きまして、医療的ケア児支援協議会における議

事に入ります。次第２枚目をご覧ください。 

 

議事及び報告事項「（１）上三川町医療的ケア児支援協議会作業

部会 活動報告について」、荒川部会長から、説明をお願いします。 

 

上三川町医療的ケア児支援協議会作業部会では、本年度３回の

部会活動を実施いたしました。これまで実施したアンケートやヒ

アリングの結果から、町長への要望書の提出も実施したところで

す。事務局から説明をお願いします。 

 

（作業部会活動について説明） 
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髙田副会長 

 

 

荒川部会長 

 

 

 

海老原委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

髙田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

天谷係長 

 

 

 

 事務局の説明が終わりましたので、議事（１）の説明について、

質疑をお受けいたします。ご意見、ご質問等はございますか。 

 

医療的ケア児における課題は年代・ライフサイクルごとに異な

りますので、今後も課題の抽出を進めていくことが必要だと考え

ています。 

 

 アンケートの自由記載欄に色々ご記入を頂いていますが、この

回答についてどのような対応を考えているのでしょうか。医療的

ケア児の保護者の方たちが希望を持てるように、時間はかかるか

もしれませんがみんなで検討していけるとよいのではないでしょ

うか。 

 

 保護者の方からのご相談については、担当保健師が随時伺って

いるところですが、そこでは解決できない課題もあるかと思いま

す。そういった課題について、今後医療的ケア児作業部会におい

て課題抽出・検討をしていければと考えております。 

 

 保護者の方は毎日のケアでほっとできる場所や時間が無いので

はないでしょうか。保護者の方の心のケアなど、話し相手や相談

できるところがあればよいのではと思います。 

 

 町保健師が継続した支援を行っており、相談も随時受けている

ところです。また、保護者の方同士の交流の場についても、需要

があるかヒアリングにて聞取りを行っており、希望する方がいら

っしゃればそういった場の設定も検討していければと考えており

ます。 

 

 社会福祉協議会でも総合相談窓口としてお話があればお伺いい

たしまして、必要があれば他機関へ繋ぐ等の対応もできるかと思

います。 
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野原委員 

 

 

 

海老原委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

荒川部会長 

 

事務局 

 

 

 

 

髙田副会長 

 

 

 

髙田補佐 

 

 

 

 

 

 

 アンケートの中の災害対策のところで、十分な対策では無いご

家庭もあるように見受けられます。災害はいつ起こるか分からな

いものなので、状況の把握を進めて頂ければと思います。 

 

 医療的ケア児家庭への災害時の補助は無いのですか。 

 

 現在は無いのですが、停電時のために、蓄電器や発電機等の助

成制度について、近隣市町の情報を集めながら、検討をしていけ

ればと考えております。 

 災害発生時の避難所としては、いきいきプラザを福祉避難所と

しており、停電時にも電源を確保できる体制になっておりますの

で、各自機器をご持参頂ければ、電源に繋いで頂くことができま

す。 

 

 災害発生時の福祉避難所はどういったものになりますか。 

 

いきいきプラザが福祉避難所になりますので、医療的ケア児以

外の障がいのある方も、そちらに避難頂ければと思います。また、

高齢者施設にも協力を頂いており、高齢の方で通常の避難所では

不安だという方は、高齢者施設での受入も可能です。 

 

 以上を持ちまして、医療的ケア児支援協議会の議事を終了いた

しまして、本日の議事はすべて終了となります。事務局に進行を

戻します。 

 

 髙田副会長、ありがとうございました。 

 それでは、次第４ その他 でございますが、お集まりの皆様か

ら何かございますでしょうか。 

 

 ないようですので、以上を持ちまして令和４年度第３回上三川

町地域自立支援協議会及び令和４年度第１回上三川町医療的ケア

児支援協議会を閉会いたします。 
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髙田補佐 

 

 来年度の協議会につきましては、日程が決まり次第ご通知を差

し上げます。   

 本日は、お疲れ様でした。 

 

 

 


